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は じ め に 

 

  ２０２０年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、法人内外問わず、

全国的に多くの行事やイベント、研修等が中止や延期となった。また、関係機関や 

 業者と直接やりとりを行う機会も減少した。一方で、国が示す「新しい生活様式」 

 の実践により、当法人におけるＩＣＴ（情報通信技術）の活用が様々な場面で拡大 

 している。 

今年度も引き続き、感染症対策を徹底し、ニューノーマルの時代に対応するため 

 に、創意工夫をしながら、職員一人ひとりができることを行い、感染拡大の収束に 

願いを込めて、各事業を展開していく。 

 また２０２１年度は、かねてより準備を進めてきたＣＣＲＣにおける介護部門の 

事業が始まる年であり、スムーズにスタートできるよう経営管理本部として支援し 

ていく。 

 

 
太 陽 会 の 使 命 

 

  

 Quality of Lifeへの貢献  

 
私たちは、全ての人々の幸福に貢献するために、常に愛とホスピタリティの

心を大切にし、ゆとりある理想社会の創造を使命とします。 
 

 

 

基  本  理  念  

１．ご利用者の「生命の尊厳」と「人権の尊重」を最優先します。 

２．職員は「信頼と尊敬」の心を持ち、常に「研鑽と人間的成長」に努めます。 

３．ご利用者との「相互理解」を深め、「信頼と共生」を価値観とします。 

４．地域社会への「参加」と地域医療・福祉への「貢献」を奨励します。 

 

職員の５つの心得  

１．生命は尊くかけがえのない存在である。 

２．人間としてのあらゆる権利を尊重する。 

３．理想社会の実現に向けて、常に向上心を持ち続ける。 

４．常に充実感を持ち、明るく行動する。 

５．まず、私たちが幸福でなければ、良き医療・福祉サービスは提供できない。 
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Ⅰ 理事会の開催予定 
 

開催予定時期 議   題 

２０２１年 ６月 

・２０２０年度 事業報告について 

・２０２０年度 決算について 

・職務執行状況（理事長）の報告について 

２０２１年 ６月 
・理事長の選任について 

（定時評議員会終了後に開催） 

２０２１年１２月 
・補正予算について 

・職務執行状況（理事長）の報告について 

２０２２年 ３月 
・２０２２年度 事業計画について 

・２０２２年度 予算について 

その他必要がある場合に開催 

 

 

Ⅱ 評議員会の開催予定 
 

開催予定時期 議   題 

２０２１年 ６月 
・２０２０年度 決算の承認について 

・理事・監事の選任について 

その他必要がある場合に開催（定款の変更、役員等の選任など） 

 

 

Ⅲ 評議員選任・解任委員会の開催予定 
 

開催予定時期 議   題 

２０２１年 ６月 ・評議員の選任について 

その他必要がある場合に開催 
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Ⅳ 監査等の実施予定 
 

実施予定時期 内   容 

２０２１年 ５月 ・監事監査（定款第１８条） 

２０２１年 ５月 ・会計監査人監査（定款第１９条） 

未 定 ・県指導監査 

未 定（年２回） ・ＩＳＯ外部審査 

 

Ⅴ 年間行事等予定 
 

開催予定時期 内   容 

２０２１年 ８月 ・太陽会 夏祭り（※） 

毎 月 ・法人経営会議 
    

（※）２０１９年度より納涼祭の規模を縮小し、夏祭りとして室内で開催。 

   開催方法等については、社会的な状況を見ながら判断。 

 

 

Ⅵ 各部の基本方針 

 

１．総務部 
 
(1)地域における福祉課題について、常にアンテナを張り、積極的・迅速に対応する。 

(2)地域包括ケアシステムの確立およびＣＣＲＣ等の新事業の実施において、行政等

の関係機関との調整や総務部としての支援をしていく。 

(3)日々変化する環境や災害、感染症などにも負けない法人としての強固な基盤づく

り、体制づくりを推進する。 

(4)法人における広報活動をさらに充実させ、効果的な情報発信をしていく。 

(5)給食においては、常に安全・安心でおいしい食事の提供を目指し、環境および体

制の整備を進めていく。 

 

※今年度は、２０１６年の社会福祉法の改正（社会福祉法人制度改革）以降初めての

評議員の一斉改選が行われる。また同時に役員（理事・監事）及び評議員選任・解

任委員会の外部委員についても改選の年度となるため、法人における改選の手続き

を法令に従い、滞りなく実施する。 
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２．財務部 
 
《基本方針》 

(1)内部統制の構築に取り組み、組織における業務の効率性及び有効性、財務諸表の

信頼性、事業活動にかかわる法令等の順守、資産の保全を確保する。 

(2)業務のＡＩ化を推進し、企業価値を高めるため、資金の最適配分に努める。 

《推進計画》 

 計画①［財務の視点］ 

 ・施設・事業所別収入実績の検討のための資料を作成し、損益検討会議を毎月開催 

する。 

・業績を把握し、各種経営指標と比較することにより、経営資源を有効活用するため

の予算計画、経営戦略策定の支援をする。 

 計画②［顧客の視点］ 

 ・環境整備として、施設建物及び設備の経年による老朽化に対応するための改修工事 

や設備投資のための資金調達を支援する。 

 ・決算書を自主的にホームページで公開することにより、社会福祉法人として公益性 

の高い事業運営を行っていることを社会に示す。 

計画③［業務プロセスの視点］ 

・会計監査人による監査を活用し、会計に対する担当者の意識付けや理解を深め、会

計管理体制を適正に整備し、有効に運用する。 

・税制の改正に適正に対応するために、情報収集し、理解を深める。 

 計画④［学習と成長の視点］ 

 ・担当者のスキルアップを図るため、研修項目を選択し、経理担当者に周知する。 

 ・業務手順書・チェックリストを都度策定し、分散した事業所と情報共有することに

よりナレッジマネジメントし、業務改善を図る。 

 計画⑤［上記すべての視点に関する共通視点］ 

 ・業務のＡＩ化推進のための現状把握・情報収集・業務へのマッチング検討を行う。 

 

３．人事部 
 
《推進計画》 

(1)新しい時代の働き方を事業部の実態を踏まえ積極的に模索する。 

(2)業務プロセスの見直しを行う。 

(3)職員教育体制の再構築をする。 

《行動計画》 

(1)テレワーク、フレックスタイム制の導入推進。 

(2)部門ごとに、残業時間、有給休暇消化率、休職者・離職者数の把握をし、問題点

の抽出や対策を検討する。 

(3)本部・事業所間の課題を共有し、業務を効率的に処理できるよう見直す。 

(4)役職者、管理職研修の強化。 

(5)外国人職員の在留資格等の管理体制を整える。 
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４．事業企画部 
 
《推進計画》 

事業と組織の成長のために横断的な課題の検討・解決。 

《実施計画》 

(1)各事業部と連携して、運営に関する情報の収集・精査・分析を行う。 

(2)外国人留学生を活用した新たなシフトの検討。 

(3)人材確保と教育の仕組みの再構築。 

(4)人材の育成、他法人への紹介・派遣の仕組みを作る。 

(5)「パークウェルステイト鴨川」の開業がスムーズに行われるよう体制等を整える。 

 

 

５．品質管理部 
 

《基本方針》 

デジタル技術の活用によって業務プロセス等を変革し、新たなデジタル時代に勝ち 

残れるように機能向上を図る。（デジタルトランスフォーメーションの推進） 

《推進計画》 

(1)顧客が要求する品質(満足感・安心感・信頼感)が十分に守られている事を保証す

るため、水準以上のサービスを継続する。 

(2)セーフティマネージャーを養成し、ご利用者様の安全確保に努める。 

(3)情報セキュリティを強化し、情報資産の適正な使用と保護を図る。 

(4)福祉事業部のＩＣＴインフラ及び各種業務システムの構築・保守を実施する。 

(5)オンライン化、文書の簡素化、ＩＣＴ化への取組を加速し、合理化を図る。 




